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2019年10月に
消費税率が引き上げられましたが、
私たちの生活にどのような影響が
あるのでしょうか？

今
回
の
ご
質
問

消費税率10％への
引上げに併せて

実施される経済支援策とは？

消費税率10％への
引上げに併せて

実施される経済支援策とは？
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消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
い

2
兆
円
規
模
の
経
済
対
策
を
実
施

　

皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
、
２
０
１
９
年
10

月
１
日
か
ら
、
消
費
税
率
が
８
％
か
ら
10
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
２
０
１
４
年
４
月
に

消
費
税
率
が
５
％
か
ら
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ

た
際
に
は
、
主
に
自
動
車
と
住
宅
の
駆
け
込
み

需
要
と
そ
の
反
動
減
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
個
人
消
費
全
体
も
落
ち
込
み
、
小
売
業
や

関
連
業
界
が
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
こ
う
し
た
景
気
の
落
ち
込
み
を
回

避
す
る
た
め
、
政
府
は
２
０
１
９
年
度
中
に
、

予
算
総
額
２
兆
円
規
模
（
自
動
車
・
住
宅
関
連

減
税
を
含
ま
ず
）
の
経
済
対
策
を
用
意
し
て
い

ま
す
。
一
部
の
対
策
は
２
０
２
０
年
４
月
以
降
も

実
施
さ
れ
る
た
め
、
実
際
の
総
額
は
２
兆
円
を

大
き
く
超
え
る
規
模
と
な
り
ま
す
。

　
【
図
表
１
】
は
、「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
発

行
・
販
売
」、「
減
税
を
中
心
と
し
た
自
動
車
と

2019年10月に消費税率が8％から10%に引き上げられました。前回（2014
年4月）、税率が5％から8％に引き上げられた際には、税率引上げ前の駆け込み
需要の反動などで消費が落ち込んだといわれています。そういった状況を回避す
るため、今回政府はさまざまな経済支援策を用意しています。そこで、その支援
策の内容や私たちの生活への影響について、詳しく解説していきます。

※情報は9月10日現在。各支援策の詳細は所管官庁やお住まいの市区町村にお問い合わせください。

監修／ 株式会社大和総研　経済調査部
　　　日本経済調査課長　
　　　シニアエコノミスト
　　　神田慶司

【図表1】消費税率の引上げに伴う家計向けの主な経済支援策

（出所）財務省資料および報道などより監修者作成

※1 ポイント交換期間は2019年10月1日〜 2020年6月末
※2 制度設計は今後検討

対象者

プレミアム付
商品券の発行・販売

低所得者
子育て世帯

自動車税の税率引下げ

税率引上げ後の
購入者

環境性能割の導入・
税率軽減

住宅ローン減税の
減税期間延長

すまい給付金の拡充

次世代住宅
ポイント付与※1

省エネ・耐震化
などのリフォーム

・住宅取得者

キャッシュレス決済時
のポイント還元

キャッシュレス
決済利用者

マイナンバーカードを
活用したプレミアム
ポイント付与※2

マイナンバー
カード保有者

実施期間

2019年 2020年 2021年～

10月 3月 6月 9月 12月 3月

恒久措置

2021年末まで

2020年夏～秋ごろ～～
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住
宅
の
購
入
支
援
」、「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
時

の
ポ
イ
ン
ト
還
元
」、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

活
用
し
た
プ
レ
ミ
ア
ム
ポ
イ
ン
ト
付
与
」
な
ど
、

家
計
向
け
の
主
な
経
済
支
援
策
に
つ
い
て
ま
と

め
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
低
所
得
者
へ
の
配
慮
の
観
点
か
ら
、

「
軽
減
税
率
制
度
」
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
す
で
に
決
ま
っ
て
い
た
社
会
保
障
の
充
実
策

に
は
、
幼
児
教
育
無
償
化
、
高
等
教
育
無
償
化
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
と
く
に
関
連
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
経
済
支
援
策
に
つ
い
て

解
説
し
て
い
き
ま
す
。

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
が

２
万
円
で
購
入
可
能

　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
と
し
て
、
①
低
所
得

者
（
住
民
税
非
課
税
者
）
ま
た
は
②
３
歳
未
満

の
子
ど
も
が
い
る
子
育
て
世
帯
を
対
象
に
、
１

人
当
た
り
最
大
２
万
５
０
０
０
円
分
の
商
品
券

が
２
万
円
で
発
行
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
最
大

５
０
０
０
円
分
が
購
入
額
に
上
乗
せ
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
①
低
所
得
者
の
場
合
、
対
象
者
１

人
に
つ
き
購
入
限
度
額
は
２
万
円
と
な
り
ま
す

の
で
、
夫
婦
と
子
ど
も
１
人
の
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
場
合
、
２
万
円
×
３
人
＝
６
万
円
の
購

入
が
可
能
で
、
実
際
に
は
７
万
５
０
０
０
円
が

利
用
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
住
民

税
非
課
税
者
で
あ
っ
て
も
、
課
税
者
と
一
緒
に
生

活
を
し
て
い
る
配
偶
者
や
扶
養
家
族
、
生
活
保

護
な
ど
を
受
け
て
い
る
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。
②
子
育
て
世
帯
の
場
合
、
対
象
者
1
人
に

つ
き
購
入
限
度
額
が
2
万
円
と
い
う
点
は
低
所

得
者
と
同
じ
で
す
。
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
２
０
１
６
年
４
月
２
日
か
ら
２
０
１
９
年
９

月
30
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
い
る
場
合

に
限
り
対
象
と
な
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。

　

購
入
方
法
に
つ
い
て
は
、
①
低
所
得
者
の
場

合
、
自
治
体
か
ら
６
～
７
月
頃
に
郵
送
さ
れ
た

「
商
品
券
購
入
引
換
券
交
付
申
請
書
（
以
下
、
申

請
書
）」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
返
送
す
る
と
、

「
引
換
券
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
そ
の
引
換
券
を

所
定
の
商
品
券
販
売
窓
口
に
持
参
す
る
と
、
商

品
券
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
②
子
育

て
世
帯
の
場
合
は
、
申
請
書
を
出
さ
な
く
て
も

自
動
的
に
引
換
券
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

商
品
券
は
各
市
区
町
村
が
発
行
し
、

２
０
１
９
年
10
月
か
ら
２
０
２
０
年
３
月
ま
で

の
半
年
間
使
用
で
き
ま
す
（
２
０
１
９
年
１
月

１
日
時
点
に
住
民
票
が
あ
る
人
が
対
象
）。
購
入

は
現
金
の
み
で
、
発
行
し
た
自
治
体
内
の
小
売
・

飲
食
・
サ
ー
ビ
ス
・
医
療
機
関
・
保
険
薬
局
・

介
護
事
業
所
な
ど
で
使
用
で
き
ま
す
。
詳
細
は

自
治
体
の
W
E
B
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
ま
し

ょ
う
。

自
動
車
税
の
税
率
引
下
げ

環
境
性
能
割
の
導
入

前
回
の
消
費
税
率
引
上
げ
時
に
と
く
に
駆
け

込
み
需
要
が
大
き
か
っ
た
の
が
、
自
動
車
と
住

宅
の
購
入
で
、
そ
の
分
、
反
動
減
も
大
き
く
な

り
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
影
響
を
平
準
化
す
る

た
め
、
自
動
車
や
住
宅
の
購
入
に
対
し
て
、
財

政
支
援
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

自
動
車
の
購
入
時
と
保
有
時
に
そ
れ
ぞ
れ
課

せ
ら
れ
る
税
金
が
、
大
き
く
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
、
毎
年
納
め
る
自
動
車
税
は
、「
自
動

車
税
（
種
別
割
）」
と
名
称
が
変
更
さ
れ
、
税

率
が
引
下
げ
と
な
り
ま
し
た
。
排
気
量
ご
と

（
10
段
階
）
に
引
下
げ
幅
は
異
な
り
、
最
大

４
５
０
０
円
の
負
担
減
と
な
り
ま
す【
図
表
２
】。

対
象
は
、
２
０
１
９
年
10
月
１
日
以
降
に
購
入

し
た
自
動
車
の
た
め
、
そ
れ
以
前
か
ら
保
有
し

て
い
た
自
動
車
の
税
率
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
購
入
時
に
か
か
っ
て
い
た
自
動
車
取

得
税
は
廃
止
と
な
り
、
新
た
に
普
通
自
動
車
・

軽
自
動
車
を
対
象
に
、「
環
境
性
能
割
」
が
導

入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
自
動
車
の
燃
費
性

能
な
ど
に
応
じ
て
、
自
家
用
の
登
録
車
に
取
得

価
格
の
０
～
３
％
、
営
業
用
の
登
録
車
お
よ
び

軽
自
動
車
（
中
古
を
含
む
）
に
は
取
得
価
格
の

０
～
２
％
の
税
金
を
課
す
も
の
で
す【
図
表
３
】。

こ
の
「
環
境
性
能
割
」
は
２
０
１
９
年
10
月

１
日
か
ら
２
０
２
０
年
９
月
30
日
ま
で
の
間
に

購
入
す
る
場
合
、
さ
ら
に
税
率
1
％
分
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
電
気
自
動
車
な
ど
（
電
気
自
動
車
、

燃
料
電
池
自
動
車
、
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
車
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
、
ク
リ
ー
ン
デ
ィ
ー

ゼ
ル
車
）
と
、
と
く
に
燃
費
の
よ
い
車
種
（
★

★
★
★
か
つ
２
０
２
０
年
度
燃
費
基
準
+
2
0

％
達
成
車
）
は
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

【図表2】���自家用の乗用車（登録車）の自動車税（種別割）
排気量  引下げ後の税額（引下げ額）

1,000㏄以下 25,000 円（▲4,500円）
1,000㏄超1,500㏄以下 30,500 円（▲4,000円）
1,500㏄超2,000㏄以下 36,000 円（▲3,500円）
2,000㏄超2,500㏄以下 43,500 円（▲1,500円）
2,500㏄超3,000㏄以下 50,000 円（▲1,000円）
3,000㏄超3,500㏄以下 57,000 円（▲1,000円）
3,500㏄超4,000㏄以下 65,500 円（▲1,000円）
4,000㏄超4,500㏄以下 75,500 円（▲1,000円）
4,500㏄超6,000㏄以下 87,000 円（▲1,000円）
6,000㏄超 110,000 円（▲1,000円）

（出所）�総務省・地方税共同機構「自動車の税金�税制改正ガイド」
を基に監修者作成

【図表3】環境性能割の課税額の計算方法（自家用の乗用車の場合）
税率

燃費基準値達成度など登録車 軽自動車

非課税
非課税

電気自動車など※1

★★★★※2かつ2020年度燃費基準＋20％達成車
1.0% ★★★★※2かつ2020年度燃費基準＋10％達成車
2.0% 1.0% ★★★★※2かつ2020年度燃費基準達成車
3.0% 2.0% 上記以外

※1  登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車（2018年排出ガス規制適合（3.5t以下
の自動車）または2009年排出ガス規制からＮＯｘ〈窒素酸化物〉10％低減達成）、プラグインハイブリッド
車およびクリーンディーゼル車（2018年排出ガス規制適合または2009年排出ガス規制適合）。軽自動車
の場合は電気軽自動車および天然ガス軽自動車（2018年排出ガス規制適合または2009年排出ガス規制
からＮＯｘ10％低減達成）。

※2 2018年排出ガス基準50％低減達成車または2005年排出ガス基準75％以上低減達成車。

（出所）総務省・地方税共同機構「自動車の税金�税制改正ガイド」を基に監修者作成

×
自動車の
取得価格

※対象は2019年10月１日以降に初回新規登録を受けた自動車
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住
宅
ロ
ー
ン
減
税
期
間
が
３
年
延
長

す
ま
い
給
付
金
の
拡
充

住
宅
購
入
の
支
援
策
の
う
ち
、
今
回
の
目

玉
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
が
、
住
宅
ロ
ー
ン
減

税
の
期
間
延
長
で
す
。
現
行
で
は
住
宅
購
入
後

10
年
間
、
年
末
の
借
入
残
高
の
１
％
（
年
最
大

40
万
円
）
が
所
得
税
な
ど
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す

が
、
支
援
策
で
は
控
除
期
間
が
13
年
に
延
長
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
延
長
さ
れ
る
11
～

13
年
目
は
、「
年
末
残
高
の
１
％
」、「
建
物
の

取
得
価
格
の
２
％
を
３
等
分
し
た
額
」
の
、
い

ず
れ
か
少
な
い
金
額
の
方
が
控
除
さ
れ
ま
す

【
図
表
４
】。

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
は
、
支
払
っ
て
い
る
所

得
税
な
ど
か
ら
控
除
す
る
仕
組
み
で
あ
る
た

め
、
収
入
が
低
い
ほ
ど
そ
の
効
果
が
小
さ
く
な

り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
収
入
層
の
負
担
軽
減
に

配
慮
し
て
、
前
回
の
消
費
税
率
引
上
げ
時
に
導

入
さ
れ
た
「
す
ま
い
給
付
金
」
も
２
０
１
９
年

10
月
か
ら
拡
充
さ
れ
ま
し
た
【
図
表
５
】。
具

体
的
に
は
、
給
付
対
象
者
（
住
宅
ロ
ー
ン
利
用

時
）
の
年
収
目
安
の
上
限
が
５
１
０
万
円
か
ら

７
７
５
万
円
に
、
給
付
額
の
上
限
が
30
万
円
か

ら
50
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
制

度
は
２
０
２
１
年
12
月
末
ま
で
に
引
き
渡
さ
れ
、

入
居
の
完
了
し
た
住
宅
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

給
付
金
が
い
く
ら
受
け
取
れ
る
か
の
目
安
は
、

国
土
交
通
省
の
す
ま
い
給
付
金
の
W
Ｅ
Ｂ
サ
イ

ト
に
あ
る「
す
ま
い
給
付
金
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」

（http://sum
ai- kyufu.jp/sim

ulation/

）
で

確
認
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
期
間
延
長
や
す

ま
い
給
付
金
の
拡
充
に
加
え
、
新
た
な
制

度
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
「
次
世
代
住

宅
ポ
イ
ン
ト
制
度
」
で
す
。
こ
の
制
度
で

は
、
消
費
税
率
10
％
が
適
用
さ
れ
る
新
築

や
リ
フ
ォ
ー
ム
住
宅
の
う
ち
、
省
エ
ネ
性
、

耐
震
性
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
性
能
な
ど
一
定

の
性
能
を
保
有
す
る
、
あ
る
い
は
家
事
負

担
軽
減
に
役
立
つ
設
備
を
設
置
す
る
と
い

っ
た
場
合
に
、
新
築
で
は
最
大
35
万
円
相

当
、
リ
フ
ォ
ー
ム
で
は
最
大
30
万
円
相
当

の
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
ま
す
。
対
象
と

な
る
住
宅
は
、
注
文
住
宅
（
持
ち
家
）・

リ
フ
ォ
ー
ム
の
場
合
、
２
０
１
９
年
４
月

１
日
か
ら
２
０
２
０
年
３
月
31
日
ま
で
に

請
負
契
約
・
着
工
し
た
も
の
（
引
渡
し
は

２
０
１
９
年
10
月
以
降
）。
分
譲
住
宅
（
持

ち
家
）
の
場
合
、
２
０
１
８
年
12
月
21
日

か
ら
２
０
２
０
年
３
月
31
日
ま
で
に
請
負

契
約
・
着
工
し
、
か
つ
売
買
契
約
を
締
結

し
た
も
の（
引
渡
し
は
２
０
１
９
年
10
月
以
降
）

と
な
り
ま
す
。

原
則
、
工
事
完
了
後
に
事
務
局
に
申
請
書
類

を
提
出
し
、ポ
イ
ン
ト
発
行
申
請
を
行
い
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
発
行
申
請
は
２
０
１
９
年
6
月
か

ら
、
ポ
イ
ン
ト
の
商
品
交
換
申
請
の
受
付
け
は

２
０
１
９
年
10
月
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

誰
も
が
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る

ポ
イ
ン
ト
還
元
策

今
回
の
経
済
支
援
策
の
な
か
で
も
、
誰
も
が

恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
が
、
キ

ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
時
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
（
以

下
、
ポ
イ
ン
ト
還
元
策
）
で
す
。

ポ
イ
ン
ト
還
元
策
は
、
中
小
規
模
の
小
売
店

（
サ
ー
ビ
ス
業
者
・
飲
食
店
な
ど
を
含
む
）
で

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
し
た
消
費
者
に
対
し

て
ポ
イ
ン
ト
を
還
元
し
、
そ
の
費
用
を
国
が
負

担
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。対
象
と
な
る
の
は
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
電

子
マ
ネ
ー
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
、
モ
バ
イ
ル
な
ど
、

一
般
的
な
購
買
に
繰
り
返
し
利
用
で
き
る
電
子

的
決
済
手
段
で
す
。

実
施
期
間
は
、
２
０
１
９
年
10
月
か
ら

２
０
２
０
年
６
月
ま
で
の
９
カ
月
間
。
対
象

は
中
小
小
売
店
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
中
小

小
売
店
だ
け
で
な
く
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
や
外
食
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
な
ど
大

手
系
列
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ
ー
ン
店
も

ポ
イ
ン
ト
還
元
策
の
対
象
で
す
。
た
だ
し
、

ポ
イ
ン
ト
還
元
率
は
、
中
小
小
売
店
の
場
合

５
％
で
す
が
、
大
手
系
列
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ

【図表5】すまい給付金の拡充

※1  夫婦 （妻は収入なし） および中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合
の夫の収入額の目安。    

※2 実際の給付額は、給付基礎額に持分割合をかけたものとなる。

収入額の目安 ※1 給付基礎額 ※2

450万円以下 50万円

450万円超525万円以下 40万円

525万円超600万円以下 30万円

600万円超675万円以下 20万円

675万円超775万円以下 10万円

収入額の目安 ※1 給付基礎額 ※2

425万円以下 30万円

425万円超475万円以下 20万円

475万円超510万円以下 10万円

【図表4】住宅ローン減税制度の概要

〈従来〉 〈2019年10月以降〉

居住開始時期
2014年4月～2021年12月

2019年10月～
2020年12月※1

控除期間 10年間 13年間

控除率 1%

最大控除額 400万円
（＝4,000万円※2×1％×10年）

［1～10年目］
400万円（＝4,000万円※2×1%×10年）

［11～13年目］
以下の①②のうち、いずれか少ない方の金額が控除。
① 住宅ローン残高または住宅の取得対価（上限4,000万

円※2）のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格（上限4,000万円※2）の2％÷3

住民税からの
控除上限額 13.65万円／年（前年度課税所得×7％）

主な要件 ①床面積が50㎡以上　②借入金の償還期間が10年以上　など

※1 住宅引渡しが2019年9月以前のものは適用されない。
※2 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合は5,000万円。

（出所）国土交通省「住宅ローン制度の概要」を基に監修者作成

（出所）国土交通省「消費税率の引上げに対応した住宅関連税制とすまい給付金」を基に監修者作成
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ズ
チ
ェ
ー
ン
店
で
は
２
％
の
還
元
と
な
る
の
で
、

利
用
時
に
は
確
認
が
必
要
で
す
。
さ
ら
に
、
リ

ア
ル
店
舗
に
限
ら
ず
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
に
出
店
し
て

い
る
店
も
対
象
と
な
る
た
め
、
制
度
に
参
加

す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で
買
い
物
を
す
れ

ば
、
リ
ア
ル
店
舗
と
同
様
に
ポ
イ
ン
ト
還
元
を

受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
施
策
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
消
費
税
率

引
上
げ
分
と
同
じ
か
（
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
チ
ェ

ー
ン
店
の
場
合
）、
そ
れ
を
上
回
る
ポ
イ
ン
ト
が

還
元
さ
れ
る
（
中
小
小
売
店
の
場
合
）
と
い
う

こ
と
で
す
。
実
質
的
な
値
下
げ
が
一
定
期
間
行

わ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ち
な
み
に
、
利
用
や
還
元
の
上
限
額
は
と

く
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
補
助
の
対

象
外
と
な
る
品
目
が
あ
り
ま
す
。
自
動
車
や

住
宅
の
ほ
か
、
有
価
証
券
や
郵
便
切
手
、
商

品
券
、
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
な
ど
も
対
象
外

で
す
。
冷
蔵
庫
や
エ
ア
コ
ン
な
ど
の
家
電
、
ダ

イ
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
や
ソ
フ
ァ
な
ど
の
家
具
は

対
象
な
の
で
、
購
入
の
予
定
が
あ
る
の
で
あ

れ
ば
消
費
税
率
引
上
げ
後
に
購
入
す
る
ほ
う
が
、

割
安
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ポ
イ
ン
ト
還

元
を
実
施
す
る
店
に
は
、
左
上
の
よ
う
な
ロ
ゴ

が
掲
示
さ
れ
、
一
目
で
対
象
店
が
分
か
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た

プ
レ
ミ
ア
ム
ポ
イ
ン
ト
付
与

ポ
イ
ン
ト
還
元
策
実
施
後
の
２
０
２
０
年
夏

～
秋
ご
ろ
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用

し
た
消
費
活
性
化
策
が
実
施
さ
れ
る
予
定
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
、
専
用
の

I
D
を
保
有
す
る
人
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

の
利
用
金
額
を
一
定
額
前
払
い
す
る
と
、
提
携

す
る
店
舗
や
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
利

用
で
き
る
全
国
共
通
の
「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
」

が
付
与
さ
れ
る
方
向
性
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
今
後
、
制
度
設
計
が
進
む
と
思
わ
れ

ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
注
目
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

消
費
税
８
％
を
維
持

対
象
は
飲
食
料
品
と
新
聞

こ
れ
ま
で
ご
紹
介
し
た
経
済
支
援
策
と
は
別

に
、
低
所
得
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
飲
食
料
品
と
新
聞
に
関
し
て
は
、

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
に
よ
り
、
８
％
に
据

え
置
か
れ
て
い
ま
す
。

軽
減
税
率
の
対
象
品
目
は
、
①
酒
類
と
外
食

な
ど
を
除
く
飲
食
料
品
、
②
定
期
購
読
契
約
が

締
結
さ
れ
た
週
２
回
以
上
発
行
さ
れ
る
新
聞
、

と
な
っ
て
い
ま
す
。

消
費
者
に
と
っ
て
分
か
り
に
く
い
の
が
、
①

の
飲
食
料
品
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
野
菜
、
魚
、

肉
な
ど
の
生
鮮
食
料
品
、
米
な
ど
、
食
品
表
示

法
に
規
定
す
る
食
品
（
酒
類
を
除
く
）
は
す
べ

て
対
象
と
な
り
ま
す
が
、「
外
食
」
に
つ
い
て

は
実
際
に
食
事
を
と
る
場
所
な
ど
に
よ
っ
て
定

義
が
細
か
く
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
注
意
が
必

要
で
す
【
図
表
６
】。
持
ち
帰
り
、
宅
配
な
ど

は
８
％
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
例
え
ば
弁

当
を
買
っ
て
、
持
ち
帰
っ
て
食
べ
る
場
合
は
８

％
が
適
用
と
な
り
ま
す
が
、
店
内
の
イ
ー
ト
イ

ン
で
食
べ
る
と
10
％
に
な
り
ま
す
。

買
い
物
を
す
る
と
き
に
は
、
掲
示
さ
れ
て

い
る
値
札
を
見
て
、
そ
れ
が
税
込
か
税
抜
か
を

確
認
し
ま
す
。
税
抜
表
示
の
場
合
で
、
軽
減
税

率
の
対
象
か
ど
う
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合

は
、
店
員
に
確
認
し
て
か
ら
購
入
す
る
と
よ
い

で
し
ょ
う
。

私
た
ち
消
費
者
に
と
っ
て
、
消
費
税
率
引
上

げ
は
、
同
じ
金
額
の
買
い
物
を
し
て
も
負
担
が

増
え
、家
計
へ
の
影
響
が
大
き
い
も
の
で
す
が
、

こ
う
し
た
制
度
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
賢
く
利

用
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

【図表6】軽減税率制度における外食の定義

※  「テイクアウト」（8％）か 「店内飲食」（10％）かは、販売事業者が、販売時点で、顧客に意
思確認を行うことにより、判断することになる。

（出所）「政府広報オンライン」の資料を基に監修者作成

テイクアウト 店内飲食

弁当・惣菜の持ち帰り販売 イートインコーナーでの
店内飲食

屋台での飲食料品の
持ち帰り販売 フードコートでの飲食

有料老人ホームなどでの
飲食料品の提供、

学校給食など
ケータリング・出張料理など

出前・宅配 店内飲食

8％
「外食にあたらない」事例
＝軽減税率を適用

10％
「外食にあたる」事例
＝標準税率を適用

牛丼屋・
ハンバーガー屋

コンビニ

屋台・
フードコート

給食・
ケータリングなど

そば屋・ピザ屋
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